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・
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仏醐
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我
国
の
離
婚
率
に
就
い
て

.岡

崎

文

規

從
來
、
離
婚
率

ざ
し
て
擧

げ
ら

れ

て
る
.る
も

の
は
、

例

へ
ば
.高
野
博
士

の
「
本

邦
人

口

の
現
在
及
將

來
」
に
於

け
る
如

く
、
』以
る
年

度

の
離
　婚
…敷

の
、
営
…該
年

度

に
於

.
け
る
人

口
に
封
ず

る
比

孫

で
め
る
か
、
叉
は
.
日
本
帝
国

統

計
年
鑑
略
説
」
に
於
け
る
如
く
、
成

る
年

度
の
離
婚
撒

.

の
常
談

年
度

に
於
け

る
婚
姻

敷

に
…封
ず

る
比
傘
で

あ

っ

た
が

.
私

の
考

へ
に
よ
れ
ば
、
斯

か
る
比

率
の
取

り
方

は
醗
り
意
味

を
威

さ
な

い
の
で
、
之

に
意
義

あ
ら

し
む

る
た

め
に
は

、

一
定

の
婚

姻
撒

ご
其

の
婚

姻
藪
中

よ
b

生
じ
た

る
離
婚
敷

`
の
卦
牽
を
禦
げ
な

け
れ
ば
な
ら
、諏

ご
思

ム
。

假

に
之
を
大

正
二
年
度

の
離
婚

牽

に
就

い
て
説
明
す

第
十
五
巻

(第
三
號

一
五
九
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雑

録

我
国
の
離
婚
率
に
就
.い
て

の
ば
、
當
該
年
度

の
婚
姻
撒
ε

一
年
未
満
の
辮
姻
撒

ε

の
比
.牽
に
於
て
、
之
を
見
出

し
得

る
の
で
あ
る
が
凸
さ

れ
ば
`
て
、
大
正
二
年
度
の
婚
姻
敷
四
十
三
萬

一
千
三

百
八

†
七
に
於
け
る
、

一
年
未
満

の
離
婚
敷

一
基

二
百

九
十
八
の
比
二
分
四
厘

↓
毛
強
を
以
て
、
直

に
其
の
第

一
年
度
に
於
け
る
離
婚
率
な
り
`
す
る
は
早
計
で
あ

っ

て
.
そ
こ
に
ば
少
く
ε
も
二
個
の
凝
然
を
獲
足
す
る
事

が
出
來
る
。
其

の

　
は
婚
姻
撒
の
側

に
於
け
る
も
の
で

あ

っ
て
、
夫
叉
は
妻
の
死
亡
.に
基
く
解
婚
敷
帥
ち
失
は

れ
た
る
離
婚
可
能
敷
を
無
親
し

て
る
る
邦
で
あ
る
。
其

の
二
は
離
婚
敷

の
側

に
於
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
大
.正

二
年
度

に
計
上
せ
ら
れ
だ
る

↓
年
未
満

の
離
婚
敷

一
萬

三
百
九
十
八

は
大
正
こ
年
度
に
於
け
る
婚
姻
敬
四
+
三

萬

一
千
三

臼
八
十
七
中

よ
り
「生
し
た
る
離
.姫
敏
以
外

に

大
正
元
年
度
に
於
け
る
婚
姻
敷
四
十
三
萬
四
百
二
十
二

中

よ
り
生
じ
た
る
若
干
の
離
婚
敷

も
混
入
さ
れ
て
る
る

事
で
あ
る
。
即
ち
大
正
元
年
十
月

一
日
に
婚
姻
せ
る
者

が
大
正
二
年
九
"

一
日
に
離
婚
し
た
場
合
の
如

き
が
其

の

一
例
で
あ
る
。
之
`
反
封
に
大
正
二
年
度
に
婚
姻
せ

る
者

が

一
年
未

れ
で
離
婚
し
て
も
、
そ
れ
が
全
部
大
正

第
+
五
趣

(第
三
號

「
六
〇
)

四
七
四

二
年

度

に
於
け

る

一
年
未

満

の
離
婚
敷

の
中

に
計
上

さ

れ
ず

に
、
其

の
若
干
は

大
正
一二
年

度

に
於

け
る

一
年
来
…

満

の
離
婚

数

の
中

に
偏

人
さ
れ
て
る

る
事

で
め
る
。
即

ち
大
正

二
年
十

月

一
日

に
婚
姻

せ

る
者

が
大
正
.
一.年
九

月

一
日

に
離
婚

し
た
場
合

の
如
き

が
其

の

一
例

で
あ

る
。

故

に
夫

叉

は
妻

の
死

亡

に
工
る
解
婚
数
.を

濯
、
大
正

元
年

度

の
婚

姻
敷
中

皇
b
生

じ
た

る

一
年

未
満

の
離
婚

敷

に
し
て
、
大
正

二
年

度

の
離
婚
統

計
に
混

入
さ
れ

て

る
る
も

の
を

ノ
、

大
正

二
年

度
の
婚
姻
撒

中
よ
り
生
じ

た

る

一
年

ボ
満

の
離
婚

敷

に
し
て

大
正

三
年
度

の
離

婚

統
計

に
偏
人

さ
れ
て

る
る
も
の
を

β
ご
す

れ
ば

、
大

正
二
年
度

に
於
け

る
婚

姻

敷
の
、
修

正
せ
ら

れ
た

る
精

嘔
な

る
、
第

一
年

度

の
離
婚
…率
は
、
(5
◎⇔
O
g◎
1
連
+
戟
)
十

一
嵩
刈
目
当
-
娩
)
に
於

て
求

め
る
事

が
田
楽

る
。
ざ
こ
ろ
が

ん
ノ
ε

β
は
共

に
未
知
数

で
め

つ
て
、
原

摂

に
就
.い
て

調
査
す

る
の
で
杖
け

れ
ば

、
其

の
億

を
知

る
事
が
出

水

な

い
鐸

で
あ

る
。

我
国

に
於

て
は

こ
の
種

の
統
計

全

然

之
を
欠

い
て
.み
る
か
ら

。乍
併

、
外
囲

に
於
け

る
夫
又

は
妻

の
死
亡

に
よ
る
解

婿
撒

に
騙
す

る
統

計
孕
見

る
な

ら
ば

我
国

に
於
け

る
其

の
解

婚
数
も

略
ぽ
推

算
す

る
峯

「



が
出
来
る
で
る
ら
う
。
そ
こ
で
猫
乙
の
統
計
を
見
る
ε

婚
姻
敷

一
〇
〇
に
付

い
て
、
夫
婦
關
係
織
綾
期
間
五
年

以
内

に
於
け
る
、
死
虚
に
よ
る
季
均
解
婚
敷
は

=

、
五

　

で
あ
る
。
若
し
各
年
度
の
死
亡
に
よ
る
解
婚
激
が
均
等

で
あ
る
ε
假
定
す
る
な
ら
ば
、
第

一
年
度
に
於
け
る
死

亡
に
よ
る
解
婚
数
は
二
、
三
ε
な
り
、婚
姻
敷

に
黝
し
、

.僅
か
二
分
三
厘
に
過
ぎ
な
い
。
我
國
の
國
民
死
亡
率
は

猫
乙

の
そ
れ
に
比
し
て
約
…
一割
の
高
率
だ
こ
言
は
れ
て

る
る
か
ら
、
假
に
我
国

の
死
亡

に
よ
る
解
婚
牽
を
之
に

二
割
を
増
加
せ
る
も
の
即
ち
二
分
七
厘
六
毛
ε
な
し
、

大
正
二
年
度
の
婚
姻
敷

よ

り

其

の
死
心
に
よ
る
解
婚

諏
を
算
出
す
れ
ば
、

一
高

】
千
九
百
↓
.
二
ご
な
る

死
亡

に
よ
る
解
婚
敷
を
全
然
無
税
せ
る
場
合
の
、
大
正
二
年

度
に
於
け
る

㎝
年
未
満
の
離
婚
牽
二
分
四
厘

一
毛
韻
に

謝
し
、
死
磁
に
よ
る
解
婚
藪
を
婚
姻
敷
よ
り
控
除
す

る

m場
合

の
、
同

一
年
度
に
於
け
る

一
年
未
満
の
離
婚
率

は

二
分
四
厘
七
毛
強
で
あ

っ
て
、

コ
ン

マ
以
下
第
四
位
に

.

於
て
、
初

め
て
其
の
影
響
を
威
す

る
の
み
で
あ
る
。
乍

去
、
再
び
濁
逸

の
該
統
計
を
見

る
に
、
死
亡
に
よ
る
解

婚
.牽
は
夫
婦
關
係
織
綾
期
間
十
年
以
「囚
に
於
て
は
一
.∵割

雑

録

我
国
の
離
婚
率
に
就
い
て

四
分

一
厘
、
十
五
年
以
内

に
於
て
は
三
.割
六
分
四
厘
.、更

に
進

ん
で
二
十
年
以
内

に
な

る
ε
四
割
七
分
四
厘
の
高

率
を
示
し
て
み
る
か
ら
、離
婚
率
を
算
出
す
る
場
合
は
、

た
だ
初
期

の
年
度
に
限

っ
て
、.

死
亡
に
よ
る
解
婚
敷
を

無
幌
し
て
も
、
其
の
大
勢
に
太
し
だ
影
響
が
な

い
ご
育

一
ひ
得
ら
れ
る
。

次
は
離
婚
敷
の
側
に
於
け
る
問
題
で
あ

る
が
、
若
し

…
ノ
ご

β
ご
が
等
し
き
値
の
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
大
正

二
年
度
に
於
け
る

一
年
未
満

の
離
婚
数
ε
同

一
年
度
の

婚
姻
敷

ご
の
比
率
は
即
ち
求
む
る
所
の
蛇帽
確
な

る
離
婚

.

牽
で
あ
b
得

る
け
れ
ざ
も
、
こ
れ
は
偶
然
を
除

い
て
は

.

容
易
に
期
待
し
得
ざ
る
所
で
あ
る
か
ら
、
移
動
牛
増
注

も

へ

を
用
ひ
,
人
工
的
に
よ
.り
精
確
に
近

い
離
婚
率
を
算
出

…
す
、
考

讐

方
法
は
な
い
。
即
ち
歪

二
年
度
に
於

一
け

る

一
年
未
満

の
離
婚
撒

に
、

ノ
及

ひ

3
の
値

に
於

て一

.

そ
れ
み
＼
影
響
を
奥

へ
て
る
る
大
正
元
年
度
の

一
年
未

満
の
離
婚
敷

一
嵩
三
百
⊥
ハ
十
五
及
び
大
正
三
年
度
の

「

年
未
満
の
離
婚
敷

一
高
二
百
七
十
三
を
、
大
正
二
年
度

の

]
年
未
満
の
離
婚
撒

一
高
三
百
九
十
八
に
加
算
し
て

一
得
π
る
縮
和
三
萬
二

千
一二
十
六
箆
該
三
年
間

に
於
け
る

第
十
五
巻

(第
三
號

一
六

こ

四
七
五
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難

.録

定

慣
制

ε
正
櫓
町制
.

婚
鍛

の
籍

百
三
土

萬
四
千
六
百
四
+
ぞ

の
些

牽

二
分
一二
厘
七
老
弱

こ
そ
、
大
正
二
年
度
の
婚
姻
敷
に

…

封
ず
・
第

毒

・
離
墾

・
あ
・
.
第
二
年
鑑

1

一

餌
昂十
ゴ
⊥血
贋

(曲
即
「二
麗
獅

一
山(
一
一)

叫
【」て
山ハ

綿
五年
腿

胃難

一
.三　塾

契

…
.難

　

の
離
婚
率
も
こ
れ
ε
同

.
の
方
法
に
よ

っ
て
求
め
る
事

が
出
來
る
。
只
各
年
度
の
離
婚
敷
に
封
比
せ
ら
れ
る
婚

姻
敷
は
、
最
初
の
婚
姻
敷
よ
り
前
年
度
の
離
婚
敷
を
控

除
し
だ
る
も
の
を
以
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
既

に

失
は
れ
た
る
離
婚
可
能
撒
を
婚
姻
敷
よ
り
控
除
す

る
必

}

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

大
正
二
年
度
の
婚
姻
敷
の
、
最
初
の
五
年
間

に
於
け

=

一
る
離
婚
率
を

、其

の
計
算

に
用

ひ
π
る
實

数

ご
共

に
、
之

を
左
表

に
掲

げ

る
。

〔實
敷
は

日
本

帝
国
第
四
十

統
計

・

年
鑑

に
捺

る
。
)

婚
姻
鍛
…大
㎡
　
簸

大
蛇
遠

大
蛙
鍍

'

第
一
年
度

第
二
年
度

第
三
年
度

第
四
年
度

離歪.

肇 藷裏羅
離大
正

書難 妄擬
鰍
正
餐
塑

δ
・
二望

「

湘
・交

九
.

七
三

二〇

隅
・九
全
.

大

正

二
年
度

離

婚

率

ロ
・皇
考

ロ
・
0
一三
二

[

?

9
ゼ
ユ

…

口
・
〇
三
六

]

,

右
に
よ
れ
ば
、
大
正
二
年
度
の
婚
姻
敷
の
、
最
初
の

五
年
間

に
於
け
る
離
婚
率
は
う
笛
二

年
度
の
二
冴
三
厘

七
毛
を
最
高
ざ
な
し
、
逐
年
減
少
し
つ
」
、
第
五
年
度
に

於

て
は
九
厘
九
毛
で
あ
っ
て
、
五
年
間
の
合
計
は
八
分

⊥
ハ
厘
⊥
ハ
毛
で
あ

る
。


